
大ト協第５号 

令和３年４月 

各     位 

一般社団法人大阪府トラック協会 

                     会 長  辻  卓 史 

令和３年度 初任運転者に対する「安全運転の実技」 

研修の実施について 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 平素は、協会運営に格別のご理解ご協力を賜わり誠にありがとうございます。 

 さて、当協会では、運転者を新たに雇い入れた事業者に対し安全確保、事故

防止等の観点から、指導項目のうちの１項目である「安全運転の実技」につい

て、運転者向けの研修を実施いたします。 

つきましては、新規に運転者を雇い入れた事業者におかれましては、この機

会にぜひご利用いただきますようご案内いたします。 

なお、この研修につきましては、貨物自動車運送事業輸送安全規則第 10 条に

基づく初任運転者に対する特別指導ではないことを申し添えます。 

記 

１．研修対象者 

  運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者 

２．研修会場 

堺自動車教習所（堺市堺区神南辺町４-１２４-１） 

３．研修内容（教習車は中型（5.5ｔ）、準中型（2ｔ）の選択となります） 

  ・安全運転実車走行（基本走行）約１時間 

  ・安全運転実車走行（応用走行）約２時間 

  ※開始から終了まで約３時間かかります。 

４．研修受講料 

  中型：２６,４００円、準中型：２３,１００円 

※ 未受講時のキャンセル料等は各社の負担となります。 



５．助成額 

助成額につきましては研修受講料の１／２（中型：１３,２００円、準中

型：１１,５５０円）となります。 

※ただしドライバーが個人で受講料を支払った場合は助成金を交付しま

せん。 

６．研修受講予約の受付期間 

令和３年４月１日（木）～令和４年２月２８日（月） 

※ただし、予算上限に達した時点で終了となります。（締め切りの際は大ト

協ホームページＴＯＰＩＣＳ欄にてご案内いたします）   

７．研修受講予約以降の流れ 

  ① 堺自動車教習所に直接ご連絡いただき、受講予約を行ってください。 

    予約が完了しましたら、別添の「安全運転の実技」研修の申込書（受

講票）をＦＡＸで提出してください。 

    ＜受講予約・申込先＞ 

     堺自動車教習所 ＴＥＬ（０７２）２２７－６６２０ 

             ＦＡＸ（０７２）２２１－６４０３ 

     （平日 9:30～20:00、土日祝 9:30～18:00 年末年始以外無休） 

  ② 研修受講終了後、様式１（初任運転者安全教育訓練助成金交付申請書）

に必要書類（修了証の（写）、 領収証の（写）、様式２（暴力団等の排

除に関する誓約書））を添えて大阪府トラック協会にすみやかに提出

してください。（令和４年２月２８日（月）締め切り） 

※提出先（郵送可） 

〒５３６－００１４ 大阪市城東区鴫野西２－１１－２ 

（一社）大阪府トラック協会 交通･環境部 

８．助成（利用）制限 

  大阪府下事業所在籍の従業員に限る。 

９．お問い合わせ先 

  （一社）大阪府トラック協会 交通･環境部 

ＴＥＬ（０６）６９６５－４０３３ 



ボーリング場（ラウンドワン）の信号を含め、３つ目（北公園前）を左折
１００メートルほどで左側が教習所です。

堺自動車教習所へのアクセス

所在地 堺市堺区神南辺町４丁１２４-１
電話 ０７２-２２７－６６２０

南海本線　堺駅　西出口（ホテル　アゴーラリージェンシー側）を出てください。

堺自動車教習所



電話

役職 氏名

ふりがな

氏名

緊急連絡先
（携帯電話等）

受講希望日

現有免許
（いずれかに○）

普通
準中型

(５t限定)
準中型

中型
(８ｔ限定)

  

堺自動車教習所　ＦＡＸ　（０７２）２２１－６４０３

（　　　　　） ＦＡＸ

研
修
受
講
者

　 ４．当日、指導教官から酒気帯びと判断された方は受講できません。ま
た、受講料も返金できませんので前日からの体調管理にご注意ください。

２．運転に適した服装でお越しください

３．運転免許証を必ずご持参ください（路上走行することがあります）

５．その他

　 １．受講開始（　　）分前に、本申込書（受講票）を受付にてご提出ください

電話・ＦＡＸ番号

申請責任者

（　　　　　）

「安全運転の実技」研修の申込書（受講票）

〒　　　　　－　　　　

支店名 ・ 営業所名

堺自動車教習所　殿 申込年月日 令和 　　　 年　　　月　　　日

会社所在地

事 業 者 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

教習車
（選択するものに○）

中型（５.５ｔ）　　・　　　準中型（２ｔ）

注意事項

令和　　　　年　　　月　　　日（　　）　午前　・　午後　　　　：　　　　～　　　　：

大型中型



時　刻 項　目 内　容 備　考

 オリエンテーション 　①　研修目的説明

　②　プログラム内容説明

　③　注意事項説明（運転免許証の確認含む）

 所内走行 　①　慣熟走行

　　　・　所内外周及び幹線コース走行

　②　Ｓ・クランクコース走行

　　　・　前進及び後退での走行

　③　方向変換・縦列駐車・あい路走行

　　　・　後退誘導も含めた車体、車輪感覚 (内錀差の理解）

 一般道路走行 　①　市街地走行

　　　・　遵法運転

　　　・　住宅街における車体感覚及び危険予測

　　　・　振出し確認の重要性

　　　・　安全な交差点通行（右左折方法含む）

 まとめ 　○　講評 10分

 終了 　○　解散

準中型車両・中型車両　安全運転研修プログラム（3時限）

　　　　※　休憩は状況により、適時確保いたします。

　　　　※　現有免許により、安全運転研修プログラムの変更があります。

40分

10分

80分



捨印 

（様式 １)  

所属支部      支部 

令和    年   月  日 

一般社団法人大阪府トラック協会 

会    長   殿              〒   － 

                       住  所                 

                       事業者名                  

                       代表者名              ㊞   

                      電話番号                 

                       担当者名                 

                                                                   ※印鑑は貴社印（丸印）を押印してください 

令和３年度 初任運転者安全教育訓練助成金交付申請書 

標記、初任運転者安全教育訓練を受講し修了いたしましたので、下記の通り助成 

金の交付を申請いたします。 

記 

１．助成金申請額               円   （中型  ＠13,200円×  名分） 

                                               （準中型 ＠11,550円×  名分） 

２．助成金振込先口座 

金融機関名                支店名                          

口座種別 ( 当座 ・ 普通 )  口座番号                   

口座
フ リ

名義
ガ ナ

                               

３．受講者一覧 

№ 受講者名 
所属営業所名・所在地 

(本社の方は、本社と記入して下さい。) 

受講日及びコース 

記入例 ○○ ×× 本社営業所  （所在地  大阪市) 令和３年 ４月 １日（ 中型 ・ 準中型 ） 

１  （所在地     ） 令和  年  月  日（ 中型 ・ 準中型 ） 

２  （所在地     ） 令和  年  月  日（ 中型 ・ 準中型 ） 

３  (所在地     ) 令和  年  月  日（ 中型 ・ 準中型 ） 

※助成対象は大阪府下事業所在籍の従業員に限ります。 

 

  必要書類 (※ 詳細は別紙案内をご覧ください) 

① 暴力団排除の誓約書（様式 2） 

    □←年度内に他の助成金申請で暴力団排除の誓約書を提出済の場合はここにチェックを入れてください。 

  ② 修了証（写） ③ 領収証（写） 

※ただし、ドライバーが個人で受講料を支払った場合は助成金を交付しません。 

 

● 助成申請前に必ず各社にて申請書類の控えをお取り頂き、保管して下さい ● 



（様式 ２） 

 

令和  年  月  日 

 

一般社団法人大阪府トラック協会 

 会   長    殿 

 

住 所 

会社名 

代表者               ㊞ 

                      ※貴社印（丸印）を押印してください 

 

 

誓 約 書 
 

 
貴協会が大阪府運輸事業振興助成補助金を活用して行なう事業に利用を申込むに

あたり、私（当団体）は下記の事項に該当しないこと、また下記の事項に該当するこ

とになった場合は受け取った同補助金を全額返金することを誓約いたします。 

 

記 
 

 

１．暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る「暴力団」をいう） 

 

２．暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する「暴力団」をいう） 

 

３．暴力団密接関係者（大阪府暴力団排除条例第２条第４号に規定する「暴力団密接

関係者」をいう） 

 

４．法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を経過しない者 

 

５．公正取引委員会から私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律第４９条

第１項に規定する排除措置命令又は同法第５０条第１項に規定する納付命令を

受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から１年を経過し

ない者 


